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○
経
済
産
業
省
令
第

号

意
匠
法
施
行
規
則
及
び
意
匠
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年

月

日

経
済
産
業
大
臣

×
×

×
×

意
匠
法
施
行
規
則
及
び
意
匠
登
録
令
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

第
一
条

意
匠
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ

て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（

）

（

）

様
式

第
２

第
２

条
関

係
様

式
第

２
第

２
条

関
係

［

］

［

］
略

略

〔

〕

〔

〕

備
考

備
考
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［

］

［

］

１
７

略
１

７
略

～
～

８
削

除
８

物
品

の
部

分
に

つ
い

て
意

匠
登

録
を

受
け

よ
う

と
す

る
と

き
は

意
匠

に
係

る
物

品
の

欄
の

上
に

「
【

】
」

、

部
分

意
匠

の
欄

を
設

け
る

「
【

】
」

。

4
3

［

］

4
3

［

］

９
略

９
略

～
～

（

）

（

）

様
式

第
６

第
３

条
関

係
様

式
第

６
第

３
条

関
係

［

］

［

］

略
略

［

］

［

］

１
７

略
１

７
略

～
～

８
立

体
を

表
す

図
面

は
意

匠
登

録
を

受
け

よ
う

と
す

８
立

体
を

表
す

図
面

は
正

投
影

図
法

に
よ

り
各

図
同

、
、

る
意

匠
を

明
確

に
表

す
た

め
に

十
分

な
数

の
図

を
も

つ
一

縮
尺

で
作

成
し

た
正

面
図

背
面

図
左

側
面

図
、

、
、

て
記

載
す

る
記

載
し

た
図

と
同

一
又

は
対

称
で

あ
る

右
側

面
図

平
面

図
及

び
底

面
図

を
も

つ
て

一
組

と
し

。
、

図
は

当
該

図
が

他
の

い
ず

れ
の

図
と

同
一

又
は

対
称

て
記

載
す

る
た

だ
し

次
の

表
の

左
の

欄
に

掲
げ

る
、

。
、

で
あ

る
か

を
願

書
の

意
匠

の
説

明
の

欄
に

記
場

合
に

は
そ

の
右

の
欄

に
掲

げ
る

図
を

省
略

し
て

も

「
【

】
」

、
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載
す

る
こ

と
を

も
つ

て
当

該
図

の
記

載
に

代
え

る
こ

と
よ

い
こ

の
場

合
は

そ
の

旨
を

願
書

の
意

匠
の

「
【

。
、

が
で

き
る

説
明

の
欄

に
記

載
す

る

】
」

。
。

削
る

正
面

図
と

背
面

図
が

同
一

又
は

背
面

図

［

］

対
称

の
場

合

左
側

面
図

と
右

側
面

図
が

同
一

一
方

の
側

面
図

又
は

対
称

の
場

合

平
面

図
と

底
面

図
が

同
一

又
は

底
面

図

対
称

の
場

合

９
等

角
投

影
図

法
に

よ
り

作
成

し
た

図
又

は
斜

投
影

図
９

等
角

投
影

図
法

に
よ

り
作

成
し

た
図

又
は

斜
投

影
図

法
に

よ
り

作
成

し
た

図
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
図

幅
対

高
法

に
よ

り
作

成
し

た
図

キ
ャ

ビ
ネ

ッ
ト

図
幅

対
高

（

（

（

（

）

）

さ
対

奥
行

き
の

比
率

が
１

対
１

対
２

分
の

１
の

も
の

さ
対

奥
行

き
の

比
率

が
１

対
１

対
２

分
の

１
の

も
の

又
は

カ
バ

リ
エ

図
当

該
比

率
が

１
対

１
対

１
の

も
の

又
は

カ
バ

リ
エ

図
当

該
比

率
が

１
対

１
対

１
の

も
の

（

（

に
限

る
で

あ
つ

て
次

の
表

の
左

の
欄

に
掲

げ
に

限
る

で
あ

つ
て

次
の

表
の

左
の

欄
に

掲
げ

）

）

）

）

。
、

。
、
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る
も

の
は

そ
の

右
の

欄
に

掲
げ

る
図

の
全

部
又

は
一

る
も

の
を

記
載

す
る

場
合

に
は

そ
の

右
の

欄
に

掲
げ

、
、

部
に

代
え

る
こ

と
が

で
き

る
こ

の
場

合
に

お
い

て
る

図
の

全
部

又
は

一
部

を
省

略
し

て
も

よ
い

こ
の

場
。

、
。

斜
投

影
図

法
に

よ
り

作
成

し
た

と
き

は
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

合
に

お
い

て
斜

投
影

図
法

に
よ

り
作

成
し

た
と

き
は

、
、

ト
図

又
は

カ
バ

リ
エ

図
の

別
及

び
傾

角
を

各
図

ご
と

に
キ

ャ
ビ

ネ
ッ

ト
図

又
は

カ
バ

リ
エ

図
の

別
及

び
傾

角
、

願
書

の
意

匠
の

説
明

の
欄

に
記

載
す

る
を

各
図

ご
と

に
願

書
の

意
匠

の
説

明
の

欄
に

「
【

】
」

「
【

】
」

。

記
載

す
る

。

略
略

正
面

平
面

及
び

右
側

正
面

図
平

面
図

又
は

［

］

［

］
、

、

面
を

表
す

図
右

側
面

図

略
略

背
面

底
面

及
び

左
側

背
面

図
底

面
図

又
は

［

］

［

］

、
、

面
を

表
す

図
左

側
面

図

略
略

正
面

左
側

面
及

び
平

正
面

図
右

側
面

図
又

［

］

［

］

、
、

面
を

表
す

図
は

平
面

図

略
略

背
面

右
側

面
及

び
底

背
面

図
右

側
面

図
又

［

］

［

］

、
、
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面
を

表
す

図
は

底
面

図

略
略

正
面

右
側

面
及

び
底

正
面

図
右

側
面

図
又

［

］

［

］

、
、

面
を

表
す

図
は

底
面

図

略
略

背
面

左
側

面
及

び
平

背
面

図
左

側
面

図
又

［

］

［

］

、
、

面
を

表
す

図
は

平
面

図

略
略

正
面

底
面

及
び

左
側

正
面

図
底

面
図

又
は

［

］

［

］

、
、

面
を

表
す

図
左

側
面

図

略
略

背
面

平
面

及
び

右
側

背
面

図
平

面
図

又
は

［

］

［

］

、
、

面
を

表
す

図
右

側
面

図

平
面

的
な

も
の

を
表

す
図

面
は

同
一

縮
尺

に
よ

り
平

面
的

な
も

の
を

表
す

図
面

は
各

図
同

一
縮

尺
に

1
0

1
0

、
、

作
成

し
た

表
面

図
及

び
裏

面
図

の
う

ち
意

匠
登

録
を

受
よ

り
作

成
し

た
表

面
図

及
び

裏
面

図
を

も
つ

て
一

組
と

け
よ

う
と

す
る

意
匠

を
明

確
に

表
す

た
め

に
十

分
な

数
し

原
則

と
し

て
一

組
の

図
面

は
１

枚
の

用
紙

に
記

載
、

の
図

を
も

つ
て

記
載

す
る

た
だ

し
表

面
図

と
裏

面
す

る
た

だ
し

表
面

図
と

裏
面

図
が

同
一

若
し

く
は

。
、

。
、
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図
が

同
一

若
し

く
は

対
称

の
場

合
又

は
裏

面
が

無
模

様
対

称
の

場
合

又
は

裏
面

が
無

模
様

の
場

合
に

は
裏

面
図

の
場

合
に

は
そ

の
旨

を
願

書
の

意
匠

の
説

明
を

省
略

し
て

も
よ

い
こ

の
場

合
は

そ
の

旨
を

願
書

「
【

】

、
。

、

の
欄

に
記

載
す

る
こ

と
を

も
つ

て
表

面
図

を
裏

面
図

の
意

匠
の

説
明

の
欄

に
記

載
す

る

」

「
【

】
」

。

に
代

え
る

こ
と

が
で

き
る

。

物
品

の
部

分
に

つ
い

て
意

匠
登

録
を

受
け

よ
う

と
す

物
品

の
部

分
に

つ
い

て
意

匠
登

録
を

受
け

よ
う

と
す

1
1

1
1

る
場

合
で

あ
つ

て
８

か
ら

ま
で

及
び

に
規

定
さ

る
場

合
は

８
か

ら
ま

で
及

び
に

規
定

さ
れ

る
画

1
0

1
4

1
0

1
4

、
、

れ
る

画
像

図
意

匠
法

第
２

条
第

２
項

に
規

定
す

る
物

像
図

意
匠

法
第

２
条

第
２

項
に

規
定

す
る

物
品

と
一

（

（

品
と

一
体

と
し

て
用

い
ら

れ
る

物
品

に
表

示
さ

れ
る

画
体

と
し

て
用

い
ら

れ
る

物
品

に
表

示
さ

れ
る

画
像

を
表

像
を

表
す

図
を

い
う

以
下

同
じ

に
お

い
て

意
す

図
を

い
う

以
下

同
じ

に
お

い
て

意
匠

に
係

）

）

。
。

、
。

。
、

匠
登

録
を

受
け

よ
う

と
す

る
部

分
と

そ
の

他
の

部
分

の
る

物
品

の
う

ち
意

匠
登

録
を

受
け

よ
う

と
す

る
部

分
、

い
ず

れ
を

も
含

む
と

き
は

意
匠

登
録

を
受

け
よ

う
と

を
実

線
で

描
き

そ
の

他
の

部
分

を
破

線
で

描
く

等
に

、
、

す
る

部
分

を
実

線
で

描
き

そ
の

他
の

部
分

を
破

線
で

よ
り

意
匠

登
録

を
受

け
よ

う
と

す
る

部
分

を
特

定
し

、
、

描
く

等
に

よ
り

意
匠

登
録

を
受

け
よ

う
と

す
る

部
分

を
か

つ
意

匠
登

録
を

受
け

よ
う

と
す

る
部

分
を

特
定

す
、
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特
定

す
る

図
面

の
記

載
の

み
で

は
意

匠
登

録
を

受
け

る
方

法
を

願
書

の
意

匠
の

説
明

の
欄

に
記

載

「
【

】
」

。

よ
う

と
す

る
部

分
を

特
定

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
場

合
す

る
。

は
当

該
部

分
を

特
定

す
る

方
法

を
願

書
の

意
匠

「
【

、

の
説

明
の

欄
に

記
載

す
る

】
」

。

1
2

［

］

1
2

［

］

略
略

ラ
ジ

オ
受

信
機

の
コ

ド
の

中
間

部
分

の
よ

う
に

物
ラ

ジ
オ

受
信

機
の

コ
ド

の
中

間
部

分
の

よ
う

に
物

1
3

1
3

ー
ー

品
の

一
部

分
の

図
示

を
省

略
し

て
も

意
匠

を
明

確
に

表
品

の
一

部
分

の
図

示
を

省
略

し
て

も
意

匠
が

明
ら

か
に

す
こ

と
が

で
き

る
場

合
で

あ
つ

て
作

図
上

や
む

を
得

分
か

る
場

合
で

あ
つ

て
作

図
上

や
む

を
得

な
い

と
き

、
、

な
い

と
き

は
そ

の
部

分
の

記
載

を
省

略
す

る
こ

と
が

は
そ

の
部

分
の

記
載

を
省

略
し

て
も

よ
い

こ
の

場
、

、
。

で
き

る
こ

の
場

合
に

お
い

て
そ

の
省

略
個

所
は

合
そ

の
省

略
個

所
は

２
本

の
平

行
な

１
点

鎖
線

で
。

、
、

、
、

２
本

の
平

行
な

１
点

鎖
線

で
切

断
し

た
よ

う
に

示
す

等
切

断
し

た
よ

う
に

示
し

か
つ

そ
の

旨
お

よ
び

そ
の

、
、

に
よ

り
明

ら
か

に
し

図
面

の
記

載
の

み
で

は
意

匠
を

省
略

個
所

の
図

面
上

の
寸

法
を

願
書

の
意

匠
の

説

「
【

、

明
確

に
表

す
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
物

品
の

一
部

明
の

欄
に

記
載

す
る

】
」

、
。
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分
の

図
示

を
省

略
し

た
旨

又
は

省
略

個
所

の
図

面
上

の

寸
法

を
願

書
の

意
匠

の
説

明
の

欄
に

記
載

す

「
【

】
」

る
。

1
4

2
0

［

］
1
4

2
0

［

］

略
略

～
～

2
1

［

］

衣
服

又
は

装
身

具
等

の
意

匠
で

あ
つ

て
意

匠
登

録
新

設
、

を
受

け
よ

う
と

す
る

意
匠

以
外

の
も

の
に

着
用

し
た

状

態
で

図
示

し
な

け
れ

ば
そ

の
意

匠
を

十
分

表
現

す
る

こ

と
が

で
き

な
い

も
の

に
つ

い
て

は
次

に
掲

げ
る

方
法

、

の
少

な
く

と
も

い
ず

れ
か

一
方

に
よ

り
意

匠
登

録
を

受

け
よ

う
と

す
る

意
匠

を
特

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
と

き

は
意

匠
登

録
を

受
け

よ
う

と
す

る
意

匠
以

外
の

も
の

、

を
図

示
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

イ
願

書
の

意
匠

の
説

明
の

欄
に

意
匠

登
録

「
【

】
」
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を
受

け
よ

う
と

す
る

意
匠

を
特

定
す

る
方

法
を

記
載

す
る

。

ロ
願

書
に

添
付

し
た

図
面

に
お

い
て

意
匠

登
録

を
、

受
け

よ
う

と
す

る
意

匠
を

実
線

で
描

き
そ

の
他

の
、

も
の

を
破

線
で

描
く

等
す

る
。

2
2

2
5

［

］

2
1

2
4

［

］

略
略

～
～

（

）

（

）

様
式

第
７

第
４

条
関

係
様

式
第

７
第

４
条

関
係

［

］

［

］

略
略

〔

〕

〔

〕

備
考

備
考

［

］

［

］

１
３

略
１

３
略

～
～

４
そ

の
他

は
様

式
第

６
の

備
考

２
３

６
８

か
４

そ
の

他
は

様
式

第
６

の
備

考
２

３
６

８
か

、
、

、
、

、
、

、
、

ら
ま

で
及

び
か

ら
ま

で
と

同
様

と
す

る
ら

ま
で

及
び

か
ら

ま
で

と
同

様
と

す
る

1
2

1
4

1
8

2
4

1
2

1
4

1
8

2
3

、
。

、
。

（

）

（

）

様
式

第
８

第
５

条
関

係
様

式
第

８
第

５
条

関
係
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［

］

［

］

略
略

〔

〕

〔

〕

備
考

備
考

［

］

［

］

１
４

略
１

４
略

～
～

５
そ

の
他

は
様

式
第

６
の

備
考

２
３

及
び

と
同

５
そ

の
他

は
様

式
第

６
の

備
考

２
３

及
び

と
同

2
3

2
2

、
、

、
、

様
と

す
る

様
と

す
る

。
。

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

第
二
条

意
匠
登
録
令
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は

、
こ
れ
を
削
る
。

改

正

後

改

正

前

（
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
方
法
）

（
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
方
法
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
略
］

［
削
る
］

２

部
分
意
匠
に
係
る
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
を
す
る
と
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き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
記
録
す
べ
き
事
項
の
ほ
か

、
表
示
部
に
は
、
当
該
意
匠
権
が
部
分
意
匠
に
係
る
意

匠
権
で
あ
る
旨
を
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
二

［
略
］

第
四
条
の
二

［
略
］

［
削
る
］

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
国
際
意
匠
登
録
出
願
に
つ

い
て
の
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
を
す
る
場
合
に
準
用
す

る
。

様
式
第
一
〔
第
一
条
の
二
関
係
〕

様
式
第
一
〔
第
一
条
の
二
関
係
〕

※
意
匠
登
録
令
施
行
規
則
様
式
（
様
式
一
）
新

※
意
匠
登
録
令
施
行
規
則
様
式
（
様
式
一
）
旧

様
式
第
一
の
二
〔
第
一
条
の
二
関
係
〕

様
式
第
一
の
二
〔
第
一
条
の
二
関
係
〕

※
意
匠
登
録
令
施
行
規
則
様
式
（
様
式
一
の
二
）
新

※
意
匠
登
録
令
施
行
規
則
様
式
（
様
式
一
の
二
）
旧

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則
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（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
し
た
意
匠
登
録
出
願
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


